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第２８回町民バレーボール大会が開催されました！ 

 ９月３日（日）波多津町民バレーボール大会が開催され、町民の皆さんによ

る熱戦が繰り広げられ、筒井チームが優勝

されました！ 

選手の皆さん、応援していただいた皆さ

ん、そして大会役員の皆さん、暑い中、お

疲れ様でした。 

 結果 

 優 勝………筒井チーム 

 準優勝………内野チーム 

 第３位………板木チーム、中山チーム 

波多津町老人クラブの皆さん除草作業ありがとうございました 

 ９月２０日の全国一斉「社会奉仕の日」に伴い、波多津町老人クラブの皆さ

んに、ボランティア活動として、コミュニティセンター周辺の除草作業を行っ

ていただきました。おかげで、すっきり、きれいになりました。 

 「社会奉仕の日」は、多くの老人クラブで取り組まれていた奉仕活動を、全

国一斉に実施することにより、地域社会に対する感謝と地域の担い手としての

活力を示そうと全国運動として提唱されてきました。 

 

 

 

 

婚活イベントを開催します！！ 

 町内で活動する NPO法人まちづくり波多津のご

協力のもと、クルージング体験で波多津の自然を満

喫しながら、素敵な出会いを探しませんか？ 

 クルージングの後は、海の見える会場で波多津産

の牡蠣など美味しいものを囲んで BBQ で盛り上が

りましょう！ 

 BBQの後は、ゆっくりトークタイムです！ 

 たくさんの方のご応募お待ちしています！！ 

○日 時 令和５年１０月２９日（日）１０時～１４時 

〇場 所 波多津町内 ※場所等は参加者にのみ連絡します 

〇参 加 費 ２，０００円（クルージング体験、食事代等） 

〇参加対象者 男性：波多津町に関心のある３５～４９歳の独身の方 

       女性：波多津町に関心のある３５～４９歳の独身の方 

〇募 集 人 数 男女共に６名（申込多数の場合は抽選） 

〇申 込 締 切 令和５年１０月１１日（水） 

〇問 合 先 波多津コミュニティセンター（☏２５―０００１） 

１０月の行事 

日付 曜 内容 時間 場所 

2 日 月 第２回ふるさとまつり実行委員会 １9：００～ 

波多津コミュニティセンター 
5 日 木 

ぶっくん巡回日 １1：００～ 

町区長会・生産組合長会 １4：００～ 

8 日 日 波多津町チャレンジデイキャンプ 9：００～ あぐり山キャンプ場他 

16 日 月 軽トラ市出店者会議 １6：００～ 

波多津コミュニティセンター 
26 日 木 

ぶっくん巡回日 １1：００～ 

スポーツ部長会 １9：００～ 

29 日 日 波多津 de 婚活 １0：００～ 町内 

町の人口 
男性 936(+1) 
女性 1,962(-2) 

計 1,898(-1) 

世帯数 775(+1) 



緊急速報メール配信訓練および防災行政無線の放送を行います 

① 緊急速報メール 

・日時 令和５年１０月１４日（土） 午前９時１０分頃 対象：市内全域 

※市内のＮＴＴドコモ、ａｕ、ソフトバンク（ワイモバイルを含む）、楽天

モバイルの携帯電話に訓練用のメールを送信します。マナーモードの状態で

も着信音が流れる場合がありますので、着信音が鳴ることが不都合な場合は、

この時間帯は電源をお切りください。 

なお、携帯電話によっては、緊急速報メールの受信ができない機種や、事

前の設定が必要な機種がありますので、ご確認ください。ご不明な場合は、

ご利用の携帯電話会社にお問い合せください。 

② 防災行政無線での放送 

・日時 令和５年１０月１４日（土） 

（１回目）午前 ９時１０分頃 対象：市内全域 

 （２回目）午前１０時２０分頃 対象：大川内町、松浦町、二里町 

 ※２回目の放送については、今回、避難訓練の対象となっている大川内町、 

松浦町、二里町に放送します。 

○問合先 市防災危機管理課（☎２３－２１３０） 

無料特設人権相談のお知らせ 

いじめ、暴行、差別、プライバシー侵害、セクシュアルハラスメント、 

インターネット上での誹謗中傷等の人権に関する問題について無料で相 

談に応じます。 

●日 時  １１月１日（水）午前１０時～正午 

●会 場  波多津コミュニティセンター 

●担 当  人権擁護委員 福地佳野さん、梶原敏雄さん 

●問合先  佐賀地方法務局 伊万里支局（Tel：２３－２４９２） 

消防北分署からのお知らせ 

野外焼却は禁止されているの？ 
◎実は野外焼却は原則として法律で禁止されています。 

（ビニール類、タイヤ、プラスチック類など） 

なお、例外として軽微な野焼きなど一部認められて

いるものもありますが、消防署へ届け出る必要があり

ます。また、野焼き等で火を扱う際は次のことに注意

してください。 

・空気が乾燥している時や、強風の日は避ける。 

・焼却している時は、その場を離れない。 

・消火の準備をする。（水バケツ、消火器等） 

なお、焼却する直前にも必ず消防署へ電話連絡をしてください。 

※火災とまぎらわしい行為の届出～火災予防条例第４５条 

伊万里消防署 北分署 ☎２７－２１１９ 

令和６年伊万里市二十歳の集い（成人式）を開催します 

 二十歳の集いについては、過去 3 年実施してきた分散開催を取

り止め、市民センター１会場で開催します。 

◆日 時 令和６年１月７日（日）１４時開式（１３時受付開始） 

◆会 場 市民センター 文化ホール 

※通知は住民基本台帳（令和 5 年 12 月 1 日時点）の住所へ 12 月上旬に

発送する予定です。 

※市外へ転出し、住民票を移している方も参加できますので、下記問合先に

ご連絡ください。 

※詳細については、広報伊万里 10 月号または市ホームページをご覧ください。 

◆問合先 生涯学習課生涯学習係（電話：２２－１２６２） 

 


